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北九州市告示第４９号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第３項の規定により、平

成３０年度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦

覧期間、縦覧時間及び縦覧場所を次のとおり告示する。 

  平成３０年３月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 縦覧期間 

平成３０年４月１日から同年５月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は除く。）

２ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時まで。ただし、木曜日は午後７時まで。 

３ 縦覧場所 

資産の所在区 縦覧場所 

門司区、小倉北区及び小倉南区 北九州市小倉北区大手町１番

１号 

財政局東部市税事務所固定資

産税課 

若松区、八幡東区、八幡西区及び戸畑区 北九州市八幡西区黒崎三丁目

１５番３号 

財政局西部市税事務所固定資

産税課 
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北九州市公告第１４１号

一般競争入札により、住民基本台帳ネットワークシステム及び関連システム

に係る保守運用業務の委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北

九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により

、次のとおり公告する。 

  平成３０年３月１日 

北九州市長 北 橋 健 治

１ 契約内容

 （１） 業務名及び数量

平成３０年度 住民基本台帳ネットワークシステム及び関連システムに

係る保守運用業務 一式

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

 （４） 履行場所 北九州市の指定する場所

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 契約条項を示す場所及び期間

（１） 場所

北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課

 （２） 期間

 この公告の日から平成３０年３月２０日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時

３０分まで

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

  次の各号のいずれにも該当する者であること。

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿
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（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。

（３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

４ 競争入札に参加するための要件

  この公告に係る競争入札に参加を希望する者は、入札参加の申出書を北九

州市市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課に提出しなければならない。

５ 入札者に要求される義務

入札者は、提案書（作成要領は入札説明書による。）に必要書類を添付し

て平成３０年３月１５日午後５時までに第６項第１号の場所に提出しなけれ

ばならない（郵送の場合は、書留郵便とし、平成３０年３月１５日午後５時

必着とする。）。なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

６ 入札参加の申出書を受け付ける場所及び期間

（１） 場所

北九州市小倉北区城内１番１号

   北九州市市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課

 （２） 期間

 この公告の日から平成３０年３月７日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで

７ 入札書の提出場所等

（１）入札説明会の場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室

  イ 日時 平成３０年３月９日午後２時

 （２） 入札及び開札の場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

       北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室

  イ 日時 平成３０年３月２０日午後２時

８ 契約の締結

この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算

が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、この契約を締結

しないことによる補償は行わない。

９ その他

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語
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  イ 通貨 日本国通貨

（２） 入札保証金及び契約保証金

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。

 （３） 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

  ウ 競争入札に参加するための要件を満たさなかった者がした入札

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者によ

り当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると

き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制

限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札

したものを落札者とすることができる。

 （５） 契約書作成の要否 要

 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

   北九州市市民文化スポーツ局市民総務部戸籍住民課

   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号

   電話 ０９３－５８２－２１０７
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北九州市上下水道局告示第２号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  平成３０年３月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ－１８７ 株式会社ク

リスター 

岩本藤光 福岡市博多区博多

駅前一丁目５番１

号 

平成３０年

３月１日 

Ｎ－１５５ 三幸産業有

限会社 

池田 修 北九州市八幡西区

泉ケ浦一丁目１６

番３８－７号 

平成３０年

３月１日 

Ｆ－１８８ 名神産業株

式会社 

中村 翔 福岡県遠賀郡岡垣

町海老津二丁目８

番１号 

平成３０年

３月１日 
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北九州市上下水道局告示第３号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年３月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 廃止年月日 

Ｆ－０１２ 株式会社藤井

工務店 

牛嶋靖雄 福岡県飯塚市幸

袋９９番地５ 

平成３０年 

３月１日 

7



北九州市教育委員会訓令第１号

庁中一般 

北九州市教育委員会初任者研修実施規程を廃止する訓令を次のように定める

。 

平成３０年３月１日

北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会初任者研修実施規程を廃止する訓令 

北九州市教育委員会初任者研修実施規程（平成元年北九州市教育委員会訓令

第１号）は、廃止する。

付 則

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 
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北九州市選挙管理委員会告示第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  平成３０年３月１日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万６，０５４人 

２ 地方自治法第７６条第 1 項（議会の解散の請求）、第８１条第 1 項（市長

の解職の請求）及び第８６条第 1 項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育長又は教育委員会の委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数 

  ２０万３３６人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万８，４７４人 

  小倉北区 ５万６０７人 

  小倉南区 ５万８，７２６人 

  若松区  ２万３，１８４人 

  八幡東区 １万９，３３４人 

  八幡西区 ７万７３３人 

  戸畑区  １万６，５０５人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

9



（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置

協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万３，７８１人 
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北九州市人事委員会公告第１号

 平成３０年度北九州市職員（行政（特別枠））採用試験を実施するため、職員

採用試験規則（昭和３８年北九州市人事委員会規則第４号）第８条の規定に基

づき次のとおり公告する。

  平成３０年３月１日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅  
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北九州市人事委員会公告第２号

不利益処分についての審査請求に関する規則（平成９年北九州市人事委員会

規則第２号。以下「審査請求規則」という。）第６２条第１項の規定により、

次のとおり公示する。

平成３０年３月１日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅

北九州市人事委員会は、下記の審査請求人に係る審査請求について、審査請

求規則第５３条第１項第２号の規定により、裁決で却下する。

当該裁決に係る裁決書の正本は、北九州市人事委員会が保管し、いつでもそ

の送付を受けるべき者に交付する。

なお、公示をした日の翌日から起算して１４日を経過したときは、当該裁決

書の正本の送付があったものとみなす。

                 記

１ 審査請求人の氏名

別紙のとおり

２ 裁決を行った審査請求

  昭和４４年（不）第１～３７４９号 １０．８教組事案

  昭和４５年（不）第２３～３７２１号 １１．１３教組事案

  昭和４６年（不）第２～３号 教員研究部会事案

  昭和４６年（不）第７～２９１５号 ７．１５教組事案

昭和４８年（不）第１３３～２３２４号 ４．２７教組事案

昭和５０年（不）第１４７～２３８７号 ４．１１教組事案

昭和５１年（不）第１０６～２２９９号 １２．１０教組事案

昭和５２年（不）第１１５～２２４９号 ４．２０教組事案

昭和５３年（不）第１～２０９５号 ４．１５教組事案

昭和５４年（不）第１～１８６７号 ５３年教組大量事案

昭和５６年（不）第７０～２００３号 ５６年６月教組大量事案

昭和５６年（不）第１～１９９５号 ５６年１０月教組大量事案

昭和５７年（不）第１～２０２９号 ５７年教組大量事案

昭和５８年（不）第１３～２００５号・２００７号 ５８年教組大量事案

昭和４１年（不）第１～５４号 清掃紛争事案

昭和４３年（不）第３～３３号 水道病院紛争市職労事案

昭和４３年（不）第６４～１２２号 合理化紛争市職労事案

昭和４５年（不）第３７２２～３７３９号 １１．１３市職労事案

昭和４７年（不）第９号～１７号 １１．１９市職労事案
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昭和４７年（不）第６６号～１３２号 ５．１９市職労事案

昭和４８年（不）第８９～１３２号 １０．２１市職労事案

昭和４９年（不）第２５～１２４号 ４．２７市職労事案

昭和４９年（不）第１４７～２２０号 １２．４市職労事案

昭和５０年（不）第３６～１４６号 ４．１１市職労事案

昭和５１年（不）第３３～１０５号 ５．９市職労事案

昭和５２年（不）第３３～１１４号 ４．２０市職労事案

昭和５３年（不）第２１２１～２１９７号 ３．１５市職労事案

昭和５４年（不）第１８９１～１９６３号 ５３年市職労事案

昭和５６年（不）第１５～６９号 ５５年市職労事案

昭和５８年（不）第２０３０～２０９５号 ５７年市職労事案

昭和４５年（不）第２～２２号 １１．１３事案

昭和４７年（不）第１～８号 １１．１９事案

昭和４７年（不）第３１～３４号 ３．３１事案

昭和４７年（不）第５２～６５号 ５．１９事案

昭和４８年（不）第１～１３号 ６．１４事案

昭和４９年（不）第１～２４号 ４．２７事案

昭和４９年（不）第１２５～１４６号 １２．４事案

昭和５０年（不）第１～３５号 ４．１１事案

昭和５１年（不）第１～３２号 ５．９事案

昭和５２年（不）第１～３２号 ４．２０事案

昭和５３年（不）第２０９６～２１２０号 ３．１５事案

昭和５６年（不）第１～１４号 ５５年事案

３ 備考

当該裁決書の正本は、北九州市行政委員会事務局調査課（電話０９３－５

８２－３０４２）において交付する。
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（別紙）

斎藤 武夫 枌 篤美 小田 稲子 中村 十七男

植村 サダ 今川 喜久治 寺戸 信雄 上島 初太郎

中島 育子 縄手 ミネコ 藤木 喜美子 西岡 フデ子

柳井 外史 森田 幸雄 植木 貞子 入江 ヨネ子

越智 清子 辻 チヱ子 津川 二郎 本松 チヨ子

相場 ミス 宮本 マサ子 野田 生江 本松 馨

中屋敷 勝 高橋 寿子 進 三郎 重松 常代

矢野 サク子 末廣 照子 武藤 熊雄 大山 正典

緒方 致男 中村 ヒサコ 桑原 一夫 長富 シズヱ

池田 政治 三引 カネ子 福田 みさえ 西津 政子

久保田 クニヱ 菊池 秀 伊東 郁代 本野 昌江

松井 タミ子 辻 正 桜井 茂 上田 早苗

鈴木 富子 木村 三栄子 森田 政明 山本 睦男

三浦 晴江 吉松 博喜 高城 節子 島田 二男

藤木 秀夫 川原 睦代 木原 勝子 山中 輝子

河野 義行 桑野 弘親 上川 浅代 毛利 克久

入江 朝子 木村 敢 河原 トモヱ 白石 マサ子

松田 三千代 田吹 憲市 広田 末治 瓜生 澤子

田畑 良彦 橋本 益美 柏木 良子 岩見 義一

関  南 華代子 鈴木 孔 塩塚 朝子

竹内 敬子 井尾 憲二 長田 浩己 吉松 鶴雄

中西 節子 城野 宗充 岩下 スミ子 児島 邦夫

刀根 安彦 松野 陽吉 坂井 康祐 山内 幸雄

島本 和香野 瀬々 豊彦 佐藤 一義 山中 正人
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